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区
役
所
本
庁
舎
の
免
震
改
修
工
事

平
和
の
泉
・
平
和
祈
念
像
等
に
仮
囲
い
を
設
置

２
月
は

22日

【
開
設
場
所
】区
役
所
本
庁
舎

1

階
（
国
民
健
康
保
険
・
区
税
証
明

は

1階
に
臨
時
窓
口
を
設
置
）

※
本
庁
舎

1階
の
出
入
口
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

リ
サ
イ
ク
ル
講
座

　

松
葉
と
広
告
の
紙
で

　
お
ひ
な
様
作
り

【
日
時
】

2月

21日

午
後

1時
～

3時

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

方
、

10名

【
会
場
・
申
込
み
】事
前
に
電
話
ま
た

は
直
接
、西
早
稲
田
リ
サ
イ
ク
ル
活

動
セ
ン
タ
ー（
西
早
稲
田

3―

19―

5）

（

5
2
7
2）

5
3
7
4（

月

曜
日
休
館
）へ
。先
着
順
。

合
同
就
職
面
接
会

【
日
時
】

2月

27日

午
後

1時
～

4時（
受
け
付
け
は
午
後

2時

30分

ま
で
）

【
対
象
】
都
内
在
住
の
、
お
お
む
ね

55
歳
以
上

【
参
加
企
業
】

12社
。
複
数
の
企
業
と

面
接
が
で
き
ま
す（

1社
に
付
き
履

歴
書
が

1通
必
要
）。

【
会
場
・
申
込
み
】事
前
に
電
話
ま
た

は
直
接
、
新
宿
わ
く
☆
ワ
ー
ク
（
新

宿

7―

3―

29、
新
宿
こ
こ
・
か
ら

広
場
し
ご
と
棟
）
（

5
2
7
3）

4

5
1
0へ

。
求
人
内
容
等
を
掲
載
し

た
冊
子
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

屋
上
緑
化
講
座

　

屋
上
緑
化
・
ベ
ラ
ン
ダ
緑
化
の

　
楽
し
み
方

【
日
時
】

3月

7日

午
前

10時
～

12時

【
会
場
】
戸
塚
地
域
セ
ン
タ
ー（
高
田

馬
場

2―

18―

1）

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

20

名【内
容
】
屋
上
緑
化
の
方
法
、プ
ラ
ン

タ
ー
を
使
っ
た
寄
せ
植
え
の
実
習
、

区
の
助
成
制
度
の
説
明
ほ
か

【
申
込
み
】
往
復
は
が
き
に

2面
記

載
例
の
と
お
り
記
入
し
、

2月

25

日
（
必
着
）
ま
で
に
み
ど
り
公
園
課

み
ど
り
の
係
（
〒

1
6
0・

8
4
8

4歌
舞
伎
町

1―

4―

1、
本
庁
舎

7階
）

（

5
2
7
3）

3
9
2
4

へ
。応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

学
習
会
「

E

Uの
環
境
ホ
ル

モ
ン
政
策
を
学
ぶ
」

【
日
時
】

3月

11日

午
後

1時

30

分
～

3時

30分

【
会
場
】
新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

分
館（
高
田
馬
場

1―

32―

10）

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

15

名【内
容
】
化
粧
品
の
防
腐
剤
「
パ
ラ
ベ

ン
」
を
例
に
、
環
境
ホ
ル
モ
ン
政
策

の
あ
り
方
を
考
え
る
（
植
田
武
智
／

N
P
O法

人
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
・
環
境

ホ
ル
モ
ン
対
策
国
民
会
議
事
務
局
）

【
費
用
】

500円（
資
料
代
）

【
主
催
・
申
込
み
】電
話
か
フ
ァ
ッ
ク

ス
（

2面
記
載
例
の
と
お
り
記
入
）

で
、

3月

10日（
必
着
）ま
で
に
暮
ら

し
を
考
え
る
会

・

（

3
2
0
3）

2
9
5
1へ

。先
着
順
。

【
問
合
せ
】
新
宿
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー（
第

2分
庁
舎

3階
）
（

5
2

7
3）

3
8
3
4へ

。

エ
コ
・
ク
ッ
キ
ン
グ

　
調
理
実
習
を
通
し
て
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
や
調
理
後
の
残
菜
量

等
を
検
証
し
ま
す
。

【
日
時
】

3月

12日

午
前

10時

30

分
～
午
後

1時

30分

【
会
場
】
東
京
ガ
ス
新
宿
シ
ョ
ー

ル
ー
ム（
西
新
宿

3―

7―

13）

【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
の

16歳
以

上
、

20名

【
メ
ニ
ュ
ー
】
春
の
和
食
献
立（
牛
肉

と
筍
の
ち
ら
し
寿
司
ほ
か
）

【
費
用
】
千
円（
材
料
費
）

【
後
援
】
新
宿
区

【
主
催
・
申
込
み
】
往
復
は
が
き
に

2

面
記
載
例
の
と
お
り
記
入
し
、

2月

28日
（
必
着
）
ま
で
に
新
宿
区
消
費

者
の
会
（
〒

1
6
9・

0
0
7
5高

田
馬
場

1―

32―

10、
新
宿
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
分
館
内
）
へ
。
応
募
者

多
数
の
場
合
は
抽
選
。

【
問
合
せ
】
新
宿
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー（
第

2分
庁
舎

3階
）

（

5
2

7
3）

3
8
3
4へ

。

「
終
活
」
に
役
立
つ

シ
ニ
ア
向
け
法
律
講
座

【
日
時
】

3月

14日

午
後

1時

30

分
～

4時

30分

【
会
場
】
新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

分
館（
高
田
馬
場

1―

32―

10）

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

20

名【
内
容
】
相
続
、
遺
言
、
住
ま
い
な
ど

「
終
活
」
に
役
立
つ
法
律
を
解
説

（
藤
本
正
保
・
弁
護
士
）。
講
座
終
了

後
に
個
別
相
談
会
を
実
施

【
後
援
】
新
宿
区

【
主
催
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、
会
場

へ
。
先
着
順
。
個
別
相
談
を
希
望
す

る
方
は
、は
が
き
に

2面
記
載
例
の

ほ
か
相
談
の
概
略
を
記
入
し
、
関
東

シ
ニ
ア
ラ
イ
フ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
協

会
新
宿
区
部
会
（
〒

1
6
9・

0
0

7
5高

田
馬
場

1―

32―

10、
新
宿

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
分
館
内
）へ
。

【
問
合
せ
】
新
宿
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー（
第

2分
庁
舎

3階
）

（

5
2

7
3）

3
8
3
4へ

。

　
区
民
の
声
委
員
会
は
、
区
政
に
関
す
る
苦
情
を
処
理
す
る

第
三
者
的
な
機
関
で
す
。

３
人
の
委
員
が
、
受
け
付
け
た
苦
情
を
公
正
・
中
立
に
処
理

し
ま
す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
は
特
に
配
慮
し
て
い
ま

す
。
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
申
し
立
て
が
で
き
る
方
】
個
人
・
法
人
・
そ
の
他
の
団
体
で
、

区
の
機
関
の
業
務
の
執
行
に
関
す
る
事
項
や
職
員
の
行
為
に

つ
い
て
利
害
関
係
の
あ
る
方

【
申
し
立
て
方
法
】「
苦
情
申
立
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

区
民
の
声
委
員
会
の
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
苦
情
申

立
書
は
、
新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

※
区
議
会
・
監
査
委
員
な
ど
の
専
門
機
関
の
権
限
に
属
す
る
事

項
や
一
定
期
間
を
経
過
し
て
い
る
事
項
は
、
申
し
立
て
が
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
受
付
日
時
】
月
～
金
曜
日
、
午
前

9時
～

12時
・
午
後

1時
～

5時（
祝
日
等
を
除
く
）

【
問
合
せ
】
区
民
の
声
委
員
会
（
第

1分
庁
舎

2階
）

（

5
2

7
3）

3
5
0
8・

（

3
2
0
9）

1
2
2
7へ

。

取
り
扱
い
事
務

　
必
要
書
類
や
本
人
確
認
書
類
（
代

理
人
の
場
合
は
委
任
状
と
代
理
人
の

本
人
確
認
書
類
）
等
が
な
い
と
、
届
出

や
証
明
書
等
の
交
付
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
必
ず
担
当

係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
他
の
機
関
に
確
認
が
必
要
な
手
続

き
な
ど
は
、
取
り
扱
え
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◎
住
民
記
録

▼
転
入
・
転
出
・
転
居
・
世
帯
変
更
の

届
出
（
前
住
所
地
の
区
市
町
村
に
確

認
が
必
要
な
場
合
は
手
続
き
で
き
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
国
外
か
ら
の

転
入
は
取
り
扱
い
ま
せ
ん
）

▼
外
国
人
住
民
の
住
居
地
届
（
在
留

カ
ー
ド
ま
た
は
特
別
永
住
者
証
明
書

（
在
留
カ
ー
ド
等
へ
切
り
替
え
る
前
の

方
は
外
国
人
登
録
証
明
書
）
が
必
要
）

▼
住
民
票
の
写
し
、
住
民
票
記
載
事

項
証
明
書
の
交
付
（
請
求
で
き
る
の

は
、
ご
本
人
か
同
一
世
帯
の
家
族
の

み
。
広
域
交
付
住
民
票
の
写
し
は
発

行
で
き
ま
せ
ん
）

▼
不
在
住
証
明
書
の
交
付

▼
印
鑑
登
録
申
請
・
廃
止
の
届
出

▼
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
（
印
鑑

登
録
証（
カ
ー
ド
）
が
必
要
）

▼
自
動
交
付
機
の
利
用
登
録
申
請

▼
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
申
請
・

交
付
（
電
子
証
明
書
は
発
行
で
き
ま

せ
ん
）

▼
特
別
永
住
者
に
関
す
る
申
請
等

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
住
民
記
録
係

（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3
6

0
1・

（

3
2
0
9）

1
7
2
8へ

。

◎
戸
籍

▼
戸
籍
届
書
の
預
か
り
（
届
書
の
内

容
確
認
等
は
翌
開
庁
日
に
行
い
ま

す
）

▼
火
葬
・
改
葬
許
可
証
、
区
民
葬
儀
券

の
交
付

▼
戸
籍
・
除
籍
・
改
製
原
戸
籍
謄
抄

本
、
戸
籍
・
除
籍
全
部
（
個
人
）
事
項
証

明
書
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し
の
交
付

（
請
求
で
き
る
の
は
、
そ
の
戸
籍
に
記

載
さ
れ
て
い
る
方
と
そ
の
配
偶
者
、

直
系
血
族
（
関
係
が
確
認
で
き
る
書

類
が
必
要
）の
み
）

▼
身
分
証
明
書
、
不
在
籍
証
明
書
の

交
付

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
戸
籍
係
（
本

庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3
5
0

9・
（

3
2
0
9）

1
7
2
8へ

。

◎
国
民
健
康
保
険

▼
資
格
の
取
得
（
社
会
保
険
等
資
格

喪
失
証
明
書
が
必
要
。
扶
養
家
族
が

い
な
い
と
き
は
退
職
証
明
書
で
も
代

用
可
）

▼
資
格
の
喪
失
（
職
場
の
健
康
保
険

証
が
必
要
）

※
外
国
人
の
方
は
、
在
留
カ
ー
ド
ま

た
は
特
別
永
住
者
証
明
書
（
在
留
カ

ー
ド
等
へ
切
り
替
え
る
前
の
方
は
外

国
人
登
録
証
明
書
）
と
パ
ス
ポ
ー
ト

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
国
保
資

格
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

4
1
4
6・


（

3
2
0
9）

1
4
3

6へ
。

◎
区
税

▼
納
税
・
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
の

交
付
（
申
告
等
に
よ
り
税
情
報
が
あ

る
方
の
み
）

【
問
合
せ
】
税
務
課
収
納
管
理
係
（
本

庁
舎

6階
）

（

5
2
7
3）

4
1
3

9・
（

3
2
0
9）

1
4
6
0へ

。

第

4日
曜
日
の
区
役
所
本
庁
舎
窓
口
開
設

【
開
設
時
間
】
午
前

9時
～
午
後

5時
区政に関する苦情をお聞きします

新宿区区民の声委員会のご利用を

2月

22日
は

住住
民民
税税
のの
申申
告告
もも

受受
けけ
付付
けけ
まま
すす

　


27年
度
の
申
告
の
み
受
け
付
け

　
申
告
の
内
容
は
、
国
民
健
康
保
険

料
・
介
護
保
険
料
等
の
算
定
の
資
料

に
な
り
ま
す
。
収
入
が
一
定
額
以
下

の
方
も
、
申
告
書
の
提
出
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

【
開
設
日
時
】

2月

22日

午
前

9時

～
午
後

5時

【
開
設
場
所
・
問
合
せ
】
税
務
課
課
税

第
一
係
・
第
二
係（
本
庁
舎

6階
）（

5

2
7
3）

4
1
0
7・

4
1
0
8・

（

3
2
0
9）

1
4
6
0へ

。

※
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方
は
、

3月

16日

ま
で
に
税
務
課
（
本
庁

舎

6階
）
へ
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
申

告
書
は
郵
送
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

国国
民民
健健
康康
保保
険険
料料
のの

納納
付付
相相
談談
もも
実実
施施

　
指
定
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が
な

い
場
合
は
、
差
し
押
さ
え
な
ど
の
滞

納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
料
を
滞
納
し
て
い

る
方
は
、
こ
の
機
会
に
相
談
に
お
い

で
く
だ
さ
い
。
同
時
に
納
付
も
受
け

付
け
ま
す
。

【
開
設
日
時
】

2月

22日

午
前

9時

～
午
後

4時

30分

【
開
設
場
所
・
問
合
せ
】
医
療
保
険
年

金
課
納
付
相
談
係
（
本
庁
舎

4階
）


（

5
2
7
3）

3
8
7
3・

4
5
3

0・
（

3
2
0
9）

1
4
3
6へ

。

※
国
保
料
催
告
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
電

話
で
納
付
確
認
の
ご
案
内
を
し
て
い

ま
す
。

※
火
曜
日
は
午
後

7時
ま
で
窓
口
を

延
長
し
、
相
談
・
納
付
を
お
受
け
し
て

い
ま
す
。

①講座・催し名

②〒・住所

③氏名（ふりがな）

④電話番号

（往復はがきには、

返信用にも住所・

氏名）

講座・

催し等の

申し込み

※あて先は各記事の

申し込み先へ。

※費用の記載のない

ものは、原則無料。

はがき・ファックスの記載例
　

9月
末
ま
で
、
本
庁
舎
正
面
の

平
和
の
泉
・
平
和
祈
念
像
、
東
側
駐

輪
場
脇
の
門
前
掲
示
場
の
周
囲
に

仮
囲
い
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
門
前
掲
示
場
を
本
庁
舎

正
面
玄
関
脇
に
仮
移
転
し
て
い
ま

す
。
な
お
、
駐
輪
場
は
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。

本
庁
舎
を
利
用
す
る
皆
さ
ん
、近

隣
の
皆
さ
ん
へ
の
影
響
が
極
力
な

い
よ
う
工
事
を
実
施
し
ま
す
。
ご

理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
総
務
課
庁
舎
耐
震
改
修

担
当
（
本
庁
舎

3階
）

（

5
2
7

3）

3
6
0
4へ

。

※
平
和
の
泉
・
平
和
祈
念
像
に
つ
い

て
は
、
総
務
課
総
務
係
（
本
庁
舎

3

階
）（

5
2
7
3）

3
5
0
5へ

。
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